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平
成
21
年
台
風
第
９
号
豪
雨
災
害
の
被
災
加
入
者
の
声

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
共
済

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
共
済

兵
庫
県
が
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
を
生
か
し
た
助
け
合
い
の
制
度

▼
問
合
せ
　
公
益
財
団
法
人 

兵
庫
県
住
宅
再
建
共
済
基
金

　
　
　
　
　
☎
０
７
８
（
３
６
２
）
９
４
０
０ 

フェニックスサポーター
はばタン

給付金

再建等給付金

補修給付金

居住確保給付金

給付額

600万円

200万円

100万円

50万円

10万円

給付対象

全壊・大規模半壊・半壊で
補修をせず賃貸住宅に入居
した場合など

(注) １ 県外で再建・購入の場合は給付額は1/2
　　 ２ 賃貸住宅などは、県内での再建などのみに給付し、
　　　 居住確保給付金は給付対象となりません。

自然災害で半壊以上の被害を受けた住宅の再建などに
負担金年額5,000円／戸で、最高600万円を給付

詳しくはお問い合わせください。

公益財団法人 兵庫県住宅再建共済基金　
☎０７８（３６２）９４００（専用電話  平日９：00～17：00）
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５-10-１（兵庫県庁内）
ホームページ　「フェニックス共済」で検索ください

住宅再建共済制度

自然災害で床上浸水以上の被害を受けた住宅の家財の購入など
に  負担金年額1,500円／戸で、最高50万円を給付

マンション共用部分再建共済制度
自然災害で半壊以上の被害を受けたマンション共用部分の再建
などに  負担金年額2,400円／戸で、最高300万円を給付

マンション共用部分再建共済制度

家財再建共済制度家財再建共済制度

全壊・大規模半壊・半壊で
建替・再建

全壊で補修

大規模半壊で補修

半壊で補修

情
報
わ
い
ど

情
報
の
ペ
ー
ジ

催
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施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

保
健
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ー
ジ

教
育
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ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

情
報
の
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

小
さ
な
掛
金
で
、
し
っ
か
り

保
障
年
額
５
千
円
で
、
最
高

600
万
円
を
給
付
！

　

皆
さ
ん
、
住
宅
再
建
共
済
制
度

「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
共
済
」
へ
の
加
入

は
お
済
み
で
す
か
？ 

こ
の
制
度
は

兵
庫
県
が
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

教
訓
を
踏
ま
え
、
創
設
し
た
も
の

で
す
。
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
方

な
ど
に
加
入
い
た
だ
き
、
平
常
時

か
ら
資
金
を
寄
せ
合
う
こ
と
に
よ

り
、
台
風
、
地
震
な
ど
全
て
の
自

然
災
害
発
生
時
に
被
害
を
受
け
た

住
宅
な
ど
の
再
建
・
補
修
を
支
援

す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
21
年
８
月
の
台
風
第
９
号

の
豪
雨
災
害
で
は
、
制
度
創
設
以

来
、
初
給
付
を
行
い
、
被
災
加
入

者
か
ら
住
宅
再
建
に
役
立
っ
た
と

の
喜
び
の
声
が
届
い
て
い
ま
す
。

い
ざ
と
い
う
と
き
の
わ
が
家
の
安

全
・
安
心
の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
ご

加
入
く
だ
さ
い
。

お
住
ま
い
の
地
域
で
地
震
発

生
の
可
能
性

　

今
後
30
年
以
内
に
、
東
南
海
・

南
海
地
震
が
発
生
す
る
こ
と
が
確

実
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
南
海
・
南
海
地
震
が
発
生
し

た
場
合
、
県
内
全
域
で
、
震
度
５

強
（
※
１
）
以
上
の
強
い
揺
れ
に

見
舞
わ
れ
る
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

県
内
に
は
数
多
く
の
未
知
の
活

断
層
が
存
在
し
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
７
未
満
の
地
震
は
、
県
内
の
ど

こ
で
も
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

（
※
１
）
震
度
５
強
の
状
況

・
物
に
つ
か
ま
ら
な
い
と
歩
く

こ
と
が
難
し
い

・
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
て
落
ち
る

・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
崩
れ
る
こ
と

が
あ
る

・
自
動
車
の
運
転
が
困
難
に
な

る
・
亀
裂
や
液
状
化
が
生
じ
る

○
共
済
制
度
の
お
陰
で
早
く
畳
の

購
入
が
で
き
、
高
齢
の
父
母
を
畳

の
上
で
休
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
、
精
神
的
に
も
安
心
し
、
健

康
が
保
て
ま
し
た	

（
60
歳
代
男
性
）

○
自
分
は
共
済
制
度
で
200
万
円
も

い
た
だ
き
、
早
速
補
修
で
き
た
が
、

加
入
さ
れ
て
い
な
い
方
々
が
気
の

毒
に
思
い
ま
す	

（
70
歳
代
男
性
）

○
共
済
給
付
金
を
利
用
し
よ
う
と

思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
軽

い
気
持
ち
で
、
お
守
り
の
つ
も
り

で
加
入
し
ま
し
た
。
加
入
し
て
い

て
本
当
に
良
か
っ
た
な
あ
と
つ
く

づ
く
思
い
ま
し
た
。
お
陰
で
精
神

的
に
も
肉
体
的
に
も
苦
痛
の
時
に

共
済
金
が
も
ら
え
る
と
思
う
と
、

心
の
ゆ
と
り
が
で
き
、
復
旧
に
も

元
気
が
出
ま
し
た	

（
60
歳
代
の
方
）

○
他
県
に
い
る
親
戚
か
ら
、「
兵

庫
県
に
は
良
い
共
済
制
度
が
あ
っ

て
羨
ま
し
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た

	

（
50
歳
代
男
性
）

日
頃
か
ら
風
水
害
へ
備
え
ま

し
ょ
う

○
避
難
場
所
を
確
認
し
、
実
際
に

避
難
路
を
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う

○
家
族
が
ば
ら
ば
ら
の
時
の
連
絡

方
法
や
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
を

決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う

○
非
常
持
ち
出
し
品
を
確
認
し
た

り
、
置
き
場
所
や
、
持
っ
て
出

る
人
を
決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う

台
風
や
大
雨
の
季
節
に
な
っ

た
ら
…

○
浸
水
し
て
し
ま
っ
て
困
る
も
の

は
、
２
階
以
上
へ
置
い
て
お
き

ま
し
ょ
う

○
窓
や
雨
戸
を
補
強
し
た
り
、
側

溝
や
排
水
溝
は
掃
除
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
（
強
風
時
・
大
雨
時

の
作
業
は
危
険
で
す
の
で
避
け

ま
し
ょ
う
）

○
風
で
飛
ば
さ
れ
そ
う
な
も
の
は

固
定
し
た
り
、
家
の
中
に
し
ま

い
ま
し
ょ
う

○
情
報
収
集
の
手
段
を
複
数
確
保

し
ま
し
ょ
う

台
風
や
大
雨
が
迫
っ
て
き
た

ら
…

○
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
か
ら
情
報
を
収
集
し
ま

し
ょ
う

○
被
害
が
発
生
す
る
前
に
、
早
め

の
避
難
を
心
が
け
ま
し
ょ
う（
避

難
場
所
は
、
災
害
の
種
類
や
状

況
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

　

夏
、
初
秋
に
か
け
て
は
、
台
風
も
日
本
列
島
に
上
陸
す
る
も
の
が

多
く
な
り
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
も
発
生
し
や
す
い
時
期
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、「
播
磨
町
総
合
防
災
マ
ッ
プ
」
を
活
用
し

て
、
ご
家
族
や
地
域
で
話
し
合
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

▼
問
合
せ　

危
機
管
理
グ
ル
ー
プ  

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
９
９
１

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
し
た
住
宅
を
町
内
に
所
有
し
て

い
る
人
は
、
一
部
の
費
用
を
負
担

す
る
だ
け
で
建
築
士
の
行
う
簡
易

耐
震
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

▼
条
件　

平
成
12
～
14
年
度
に
実

施
し
た
「
わ
が
家
の
耐
震
診
断
推

進
事
業
」
に
よ
り
診
断
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー

工
法
、
丸
太
組
み
工
法
、
プ
レ
ハ

ブ
工
法
は
対
象
外
で
す

▼
個
人
負
担
額　

木
造
戸
建
住
宅
の

場
合
３
千
円

※
建
物
・
構
造
種

別
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

  

こ
の
事
業
で
耐
震
性
が
劣
る
と

診
断
さ
れ
た
場
合
、
県
が
実
施
し

て
い
る
「
わ
が
家
の
耐
震
改
修
促

進
事
業
」
で
一
定
の
条
件
を
満
た

せ
ば
、
耐
震
改
修
計
画
策
定
費
・

耐
震
改
修
工
事
費
の
一
部
に
対
し

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ

○
簡
易
耐
震
診
断
に
つ
い
て 

申
込
書
及
び
「
簡
易
耐
震
診
断
員

名
簿
」
は
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
の

窓
口
に
設
置
し
て
お
り
ま
す
。

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

都
市
計
画
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
６

○
わ
が
家
の
耐
震
改
修
促
進
事
業

に
つ
い
て

兵
庫
県
建
築
指
導
課

☎
０
７
８
（
３
６
２
）
４
３
４
０

備
え
て
い
ま
す
か
？

「
播
磨
町
総
合
防
災
マ
ッ
プ
」
を
活
用
し
て
、

台
風
や
大
雨
に
備
え
ま
し
ょ
う

http://bosai.net/harima/

「防災安心ネットはりま」に
登録しましょう

「防災安心ネットはりま」に
登録しましょう

防災安心ネットはりまQRコード

●「防災安心ネットはりま」とは
　皆さんの携帯電話やパソコンのメールアドレス
を登録していただくと、災害時や地域の不審者情報
などの緊急情報をいち早くメールにてお届けする
システムです。
　また、平常時には、防災情報や休日の救急当直医
の情報を見ることができます。
●登録すると次の情報が受けられます
・播磨町からの災害時の情報や地域の不審者情報

などの緊急情報
・「ひょうご防災ネット」を通じて気象情報、地震情

報など
・避難所一覧
・休日の救急当直医情報
▶問合せ　危機管理グループ
　　　　　☎０７９（４３５）０９９１
※ＱＲコード読取機能がついたカメラ付携帯電話の場合は、

コードを接写するだけでアクセスできます。操作方法は、携
帯電話の取扱説明書をご覧ください。

簡
易
耐
震
診
断
の
申
込
受
付
を
し
て
い
ま
す

6
広報はりま 23.8

7
広報はりま 23.8



●
わ
く
わ
く
の
森
支
援
セ
ン
タ
ー
（
南
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
０
７
９
（
４
３
７
）
４
１
８
８

●
ニ
コ
ニ
コ
の
森
支
援
セ
ン
タ
ー
（
北
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
０
７
８
（
９
４
４
）
０
７
１
７

●
福
祉
グ
ル
ー
プ
　
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

播
磨
町
で
子
育
て
し
よ
う
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催
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教
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ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
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す
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よ
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情
報
の
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

　

国
民
年
金
か
ら
は
、
65
歳
か
ら

老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
ほ
か
、
不
慮
の
事
故
の

た
め
の
障
害
基
礎
年
金
と
遺
族
基

礎
年
金
が
支
給
さ
れ
て
国
民
の
暮

ら
し
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

●
障
害
基
礎
年
金

　

障
害
基
礎
年
金
は
、
障
害
の
原

因
と
な
っ
た
病
気
や
ケ
ガ
の
初
診

日
が
国
民
年
金
に
加
入
中
あ
る
い

は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
間
に
あ

る
方
が
、
一
定
の
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

年
金
額
は
、
障
害
の
程
度
が
１

級
の
と
き
が
98
万
６
１
０
０
円（
平

成
23
年
度
価
格
・
年
額
・
以
下
同

じ
）、
そ
れ
よ
り
軽
い
程
度
の
２
級

の
と
き
が
78
万
８
９
０
０
円
で
す
。

ま
た
、障
害
基
礎
年
金
に
は
子
（
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
18
歳
到
達

年
度
の
末
日
ま
で
の
子
ま
た
は
20

歳
未
満
で
１
級
・
２
級
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
子
・
以
下
同
じ
）
の

加
算
額
が
あ
っ
て
、
そ
の
額
は
１

人
に
つ
い
て
７
万
５
６
０
０
円（
た

だ
し
、
２
人
目
ま
で
は
１
人
に
つ

い
て
22
万
７
０
０
０
円
）
で
す
。

　

今
年
４
月
か
ら
は
加
算
対
象
者

が
拡
大
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
受
給
権

が
発
生
し
た
後
に
結
婚
・
出
産
し

て
も
、
配
偶
者
や
子
ど
も
が
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
加
算

額
が
、
年
金
受
給
権
が
発
生
し
た

後
で
も
配
偶
者
や
子
ど
も
へ
の
加

算
額
を
届
出
に
よ
り
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

方
は
、
同
一
の
子
を
対
象
と
し
た

障
害
年
金
の
子
の
加
算
と
配
偶
者

の
方
へ
支
払
わ
れ
る
児
童
扶
養
手

当
の
両
方
を
受
け
取
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

児
童
扶
養
手
当
と
障
害
基
礎
年

金
の
子
の
加
算
の
ど
ち
ら
を
受
け

る
か
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

児
童
扶
養
手
当
の
金
額
と
障
害
基

礎
年
金
の
子
の
加
算
額
と
で
比
較

し
て
金
額
の
高
い
方
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
児
童
扶
養
手
当
に
は
所

得
制
限
が
あ
る
ほ
か
、
障
害
基
礎

年
金
の
子
の
加
算
も
子
の
人
数
に

よ
っ
て
金
額
が
違
う
た
め
、
詳
し

く
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
ま
た

は
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
遺
族
基
礎
年
金

　

遺
族
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金

に
加
入
中
あ
る
い
は
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
間
に
亡
く
な
っ
た
と
き

に
、
亡
く
な
っ
た
方
に
生
計
を
維

持
さ
れ
て
い
た
子
の
あ
る
妻
ま
た

は
子
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
年
金
額

は
、
子
が
１
人
の
妻
に
は
101
万
５

９
０
０
円
、
１
人
の
子
だ
け
に
は

78
万
８
９
０
０
円
支
給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
子
が
２
人
以
上
の
と
き
に

は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
障
害
基

礎
年
金
と
同
様
の
加
算
が
行
わ
れ

ま
す
。

●
年
金
受
給
の
た
め
の
条
件

　

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
初
診
日

等
（
障
害
基
礎
年
金
で
は
初
診
日
、

遺
族
基
礎
年
金
で
は
死
亡
日
・
以

下
同
じ
）
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま

で
の
「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
期
間
」
の
う
ち
、

３
分
の
２
以
上
の
期
間
が
、
①
保

険
料
を
納
め
た
期
間
ま
た
は 

②
保

険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
で
あ
る

と
い
う
「
保
険
料
の
納
付
要
件
（
３

分
の
２
要
件
）」
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※
「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
期
間
」
は
、
原
則
と

し
て
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で

の
期
間
で
す
が
、
海
外
に
在
住
し

て
い
る
期
間
や
、
厚
生
年
金
な
ど

か
ら
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
期

間
は
除
か
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
３
分
の
２
要
件
」
を
満

た
せ
な
く
て
も
、
平
成
28
年
３
月

ま
で
に
65
歳
未
満
で
初
診
日
等
が

あ
る
場
合
、
初
診
日
な
ど
の
あ
る

月
の
前
々
月
ま
で
の
一
年
間
の
全

て
の
期
間
が 

①
保
険
料
を
納
め
た

期
間
ま
た
は 

②
保
険
料
を
免
除
さ

れ
た
期
間
で
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
遺
族
基
礎
年
金
は
、
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方
ま

た
は
老
齢
基
礎
年
金
の
資
格
期
間

を
満
た
し
た
方
が
亡
く
な
っ
た
と

き
に
も
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の

と
き
は
前
記
の
保
険
料
納
付
要
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
自
分
が
、
保
険
料
納
付
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
ご
心

配
な
方
や
国
民
年
金
の
詳
細
を
お

知
り
に
な
り
た
い
方
は
、
お
住
ま

い
の
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
ま
た
は

加
古
川
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
厚
生
年
金
の
加
入
者
は

　

障
害
基
礎
年
金
と
遺
族
基
礎
年

金
は
、
厚
生
年
金
の
加
入
者
に
も

支
給
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
加
古
川

年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９（
４
３
５
）２
５
８
１

加
古
川
年
金
事
務
所

☎
０
７
９（
４
２
７
）４
７
４
３

※
年
金
の
こ
と
、
も
っ
と
詳
し

く
知
り
た
い
方
は
、
日
本
年
金

機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
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不
慮
の
と
き
に
は
障
害
年
金
と
遺
族
年
金
が
あ
り
ま
す

北
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

０
歳
児
親
子
講
座
「
す
や
す
や
」

“
お
し
ゃ
べ
り
タ
イ
ム
と
身
体

計
測
”

　

同
じ
年
齢
の
子
ど
も
が
い
る
お

母
さ
ん
た
ち
が
集
ま
っ
て
お
し
ゃ

べ
り
を
し
た
り
、
身
体
計
測
を
し

た
り
し
て
す
ご
し
ま
す
。

▼
日
時　

８
月
31
日
㈬　

午
前
10
時
～
11
時

▼
対
象　

生
後
３
ヵ
月
以
上
の
乳

児
（
平
成
23
年
４
月
２
日
以
降
生
）

と
保
護
者

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

８
月
１
日

㈪
～
12
日
㈮ 

午
前
９
時
か
ら
電
話

ま
た
は
直
接
受
け
付
け
ま
す
。

北
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
８
（
９
４
４
）
０
７
１
７

※
駐
車
場
が
少
な
い
の
で
、
徒
歩
、

自
転
車
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ご
存
知
で
す
か
？

児
童
の
た
め
の
３
つ
の
手
当

　

児
童
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長

と
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
３

つ
の
制
度
（
子
ど
も
手
当
・
児
童

扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
）
を
紹
介
し
ま
す
。

●
子
ど
も
手
当　

中
学
校
修
了
前

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
人
に

子
ど
も
１
人
あ
た
り
、
月
額
１
万

３
千
円
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
23
年
４
月
分
以
降
の
子
ど

も
手
当
は
、「
平
成
22
年
度
に
お
け

る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る

法
律
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
平
成
22
年
度
と
同
じ

条
件
で
平
成
23
年
９
月
分
ま
で
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
23
年
度
10
月
分
以

降
の
支
給
要
件
、
支
給
金
額
に
つ

い
て
は
未
定
の
た
め
、
国
の
方
針

が
固
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
児
童
扶
養
手
当　

離
婚
な
ど
に

よ
り
、
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
共

に
で
き
な
い
、
18
歳
ま
で
の
児
童

が
養
育
さ
れ
て
い
る
家
庭
の
生
活

安
定
と
自
立
を
助
け
る
た
め
に
、

児
童
の
父
母
、
ま
た
は
父
母
に
代

わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

●
特
別
児
童
扶
養
手
当　

身
体
、

精
神
ま
た
は
知
的
に
障
害
の
あ
る
、

20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す
る
父

や
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て

そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

※
こ
れ
ら
は
す
べ
て
所
得
制
限
、

支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
届
出
書
の
提
出

を
忘
れ
ず
に

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

方
は
、「
現
況
届
」
を
８
月
１
日
㈪

～
31
日
㈬
ま
で
の
間
に
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

「
所
得
状
況
届
」
を
８
月
11
日
㈭
～

９
月
９
日
㈮
ま
で
の
間
に
、
提
出

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

該
当
者
に
は
通
知
し
ま
す
の
で
、

受
付
期
間
内
に
、
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
を
期
限
内
に
提
出
さ
れ

な
い
と
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が

受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

３
人
乗
り
（
幼
児
２
人
同
乗
用
）

自
転
車
を
レ
ン
タ
ル
し
ま
す
！ 

～
希
望
者
募
集
～

　

播
磨
町
で
は
、
子
育
て
支
援
の

観
点
か
ら
、
安
全
基
準
を
満
た
し

た
幼
児
二
人
同
乗
用
自
転
車
の
利

用
を
促
進
す
る
た
め
に
、
同
自
転

車
の
レ
ン
タ
ル
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。
保
育
所
や
幼
稚
園
へ
の
送

り
迎
え
、
買
い
物
な
ど
、
お
子
さ

ん
と
安
全
・
安
心
に
移
動
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

今
回
は
、
昨
年
に
レ
ン
タ
ル
し

た
自
転
車
の
期
限
満
了
に
伴
い
募

集
す
る
も
の
で
す
。

▼
対
象　

町
内
に
住
所
を
有
し
て

い
る
16
歳
以
上
で
、
１
歳
以
上
６

歳
未
満
（
レ
ン
タ
ル
期
間
中
）
の

幼
児
２
人
以
上
を
養
育
さ
れ
て
い

る
方

▼
利
用
期
間　

１
年
間
（
更
新
可
）

▼
レ
ン
タ
ル
期
間　

10
月
１
日
か

ら
平
成
24
年
９
月
30
日
（
返
却
期

間
な
ど
を
含
む
）

▼
募
集
人
員　

19
人

▼
利
用
料
金　

無
料

▼
利
用
の
条
件

・
同
乗
す
る
幼
児
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト

の
着
用
が
必
要

・
事
故
な
ど
で
発
生
し
た
損
害
に

か
か
る
賠
償
は
利
用
者
負
担
で

利
用
者
責
任
（
傷
害
保
険
は
利

用
者
負
担
）

・
自
転
車
の
返
却
ま
た
は
利
用
期

間
の
更
新
に
際
し
て
は
、
利
用

者
負
担
に
よ
る
点
検
整
備
を
行

う
・
自
転
車
の
盗
難
な
ど
の
弁
償
に

か
か
る
費
用
は
、
利
用
者
負
担

・
交
通
安
全
講
習
〔
９
月
27
日
㈫

午
前
中
予
定
〕
は
必
ず
受
講
す

る
こ
と
や
啓
発
事
業
へ
の
協
力

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す

▼
申
込
期
間　

８
月
25
日
㈭
～
９

月
８
日
㈭

▼
申
込
方
法　

申
請
書
を
福
祉
グ

ル
ー
プ
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

　

申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
も
し
く

は
、役
場
、町
内
保
育
園
、幼
稚
園
、

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、
中
央
公

民
館
で
配
布
し
ま
す
。

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
９
月

15
日
午
後
７
時
に
抽
選
会
を
行
い

ま
す
。

▼
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

8
広報はりま 23.8

9
広報はりま 23.8
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